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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月15日(2015.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属基部の少なくとも一表面上に形成された多孔質層を備えた基材と、
前記多孔質層上に形成された、シリコン化合物を主成分とし、かつ、水素を含む保護絶縁
層とを備えてなり、
該保護絶縁層中の水素濃度が３．５×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上３．５×１０２２

ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であって、かつ、前記保護絶縁層の厚みが１００ｎｍ以上２００
０ｎｍ以下である可撓性酸化物半導体薄膜トランジスタ用基板。
【請求項２】
前記シリコン化合物が、窒化シリコン、酸化シリコン、酸窒化シリコンから選ばれる少な
くとも１種である請求項１に記載の可撓性酸化物半導体薄膜トランジスタ用基板。
【請求項３】
前記多孔質層がアルミニウムもしくはアルミニウム合金の陽極酸化膜である請求項１また
は２に記載の可撓性酸化物半導体薄膜トランジスタ用基板。
【請求項４】
前記金属基部の両面に前記多孔質層を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の可撓性
酸化物半導体薄膜トランジスタ用基板。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の可撓性酸化物半導体薄膜トランジスタ用基板と、
該基板の前記保護絶縁層上に形成された
少なくともゲート電極、ゲート絶縁膜、Ｉｎ，Ｇａ及びＺｎから選ばれる少なくとも1つ
の元素を含む酸化物半導体からなる活性層、およびソース・ドレイン電極を有する酸化物
半導体薄膜トランジスタとを備えた、
可撓性半導体装置。
【請求項６】
前記保護絶縁層は、少なくとも前記活性層が形成される領域の全域に設けられる請求項５
に記載の可撓性半導体装置。
【請求項７】
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前記酸化物半導体はアモルファス酸化物半導体である請求項５または６記載の可撓性半導
体装置。
【請求項８】
前記ゲート絶縁膜が酸化シリコンを主成分として含む請求項５～７のいずれか１項に記載
の可撓性半導体装置。
【請求項９】
前記活性層がＩｎ，Ｇａ及びＺｎを含む酸化物半導体である請求項５～８のいずれか１項
に記載の可撓性半導体装置。
【請求項１０】
金属基部上の少なくとも一表面に多孔質層を有する基材を準備し、
前記多孔質層上の少なくとも一部に、シリコン化合物を主成分とする、水素濃度が３．５
×１０２１ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以上３．５×１０２２ａｔｏｍｓ／ｃｍ３以下であって、
かつ、厚みが１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下である絶縁性の保護絶縁層をプラズマＣＶ
Ｄによって成膜し、
該保護絶縁層の上に少なくともＩｎ，Ｇａ及びＺｎから選ばれる少なくとも1つの元素を
含む酸化物半導体からなる活性層を設ける、請求項９記載の可撓性半導体装置の製造方法
。
【請求項１１】
前記保護絶縁層を成膜する前に、前記基材を大気より減圧下、かつ、３５０℃以上で加熱
する、請求項１０に記載の可撓性半導体装置の製造方法。
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